




　　（アメリカ側に領事裁判権を

    認め、日本に関税自主権が

　　無かったことなどから、

　　一般に不平等条約と言われる）



三、幕府は、これと同様の条約を

　　イギリス・フランス・

　　オランダ・ロシアとも結んだ

　　（ 安政五カ国条約 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





五、文久三年八月十八日の政変で

　　京都から追放された挙句に禁門

　　の変、第一次長州征討で朝敵と

　　なり孤立化した長州藩は倒幕の

　　為の戦力になる武器が欲しい。







　此れにより、日本の未来を託すに

値しない形骸化した江戸（ 徳川 ）

幕府の体制を滅亡させ新たな日本を

再生させるためには、新政府に拠る

政権の樹立が必要不可欠である。





兵力　十五万人以上

石高　　　　　　八百万石以上



長州藩

薩摩藩











　
　
薩
長
同
盟

　
盟
約
覚
書 

六
ヶ
条

　
　



一
、
長
州
で
幕
府
軍

と
の
間
で
戦
い
と

な
っ
た
時
に
は
薩
摩
藩

は
、
す
ぐ
に
二
千
余
り

の
兵
を
京
に
出
し
、

今
の
在
京
の
兵
と

合
わ
せ
て
大
阪
に
も

千
人
ほ
ど
出
兵
し
、

京
都
大
阪
の
両
地
域
を

固
め
る
事
。



一
、
戦
で
、
長
州
の

勝
利
が
見
え
た
時
に

は
、
長
州
の
政
治
的

復
権
の
た
め
に

薩
摩
藩
は
朝
廷
に

申
し
出
る
様
に
尽
力

す
る
こ
と
。



一
、
万
が
一
、

長
州
の
敗
色
が
濃
く

な
っ
た
場
合
で
も

一
年
や
半
年
で
壊
滅

す
る
よ
う
な
こ
と
は

な
い
の
で
、

そ
の
間
、
薩
摩
藩
は

必
ず
尽
力
し

協
力
す
る
こ
と
。



一
、
幕
府
軍
が
東
へ

帰
っ
た
時
は

薩
摩
藩
は
朝
廷
に

申
し
上
げ
て
、

す
ぐ
に
長
州
藩
の

無
実
の
罪
が

解
か
れ
る
様
に

尽
力
す
る
事



一
、
薩
摩
が
第
一
条
に

よ
り
、

京
に
近
い
国
々
に

出
兵
し
て
圧
力
を
加
え

た
上
で
も
、

京
の
政
権
を

制
圧
し
て
い
る

一
会
桑
政
権
が
現
在
の

よ
う
に
朝
廷
を

牛
耳
っ
た
上
で
薩
摩
側

の
要
求
を
拒
み

そ
の
道
を
、
さ
え
ぎ
る

時
は
最
終
的
に

彼
ら
と
の
軍
事
的
対
決

に
至
る
覚
悟
以
外
は

無
い
事
を
長
州
に
対
し

表
明
す
る
。



一
、
無
実
の
罪
が

解
か
れ
た
上
は
、

薩
長
両
藩
は
誠
意
を

も
っ
て
協
力
し
合
い

今
日
よ
り
双
方
は

皇
国
の
た
め
、

天
皇
の
威
光
が
輝
き
、

回
復
す
る
こ
と
を

目
標
に
誠
意
を

尽
く
し
て

尽
力
す
る
こ
と
。



　
坂
本
龍
馬
　
返
信

書
簡
に
記
入
さ
れ
た

薩
長
同
盟
６
カ
条
は
、

小
松
帯
刀
、

西
郷
隆
盛
の
両
氏

お
よ
び
木
戸
孝
允
、

龍
馬
も
同
席
し
て

話
し
合
っ
た
内
容

な
の
で
九
牛
の
一
毛

ほ
ど
も
、
こ
れ
と

相
違
な
い
。

将
来
に
渡
っ
て

決
し
て
変
わ
る
事
が

無
い
の
は
、

天
地
神
明
に
誓
う
所

で
あ
る
。




